
○令和６年建築基準適合判定資格者検定使用が認められる法令集について 

 

【注意】 

① ：紛らわしい書き込みをした持込み法令集については、使用が認められない場合又は使用が認め

られたとしても判断に時間がかかり判断結果が出るまでは法令集なしでの受検となる場合があ

りますので、条件２に掲げられている簡単な書込み以外の書込みをしないで下さい。 

② ：使用が認められる法令集については、原則として、１冊とします。ただし、本編に付随する告

示編等がある場合、１セットとして使用を認めます。 

③ ：当日、検定会場において事務局によるチェックを受けた法令集のみ使用することを認めます。 

④ ：使用が認められる法令集以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分注意して

下さい。 

 

【法令集】 

■ 次の１及び２の条件を満たす法令集の使用が認められます。 

１．条文等の順序の入替及び関連条文等の挿入を行っていないこと（条文等の省略は認められ

る）。 

２．次に掲げる簡単な書込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。 

イ．目次、見出し及び関連法令・条文等の指示 

（法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする） 

ロ．改正年月日 

ハ．アンダーライン 

ニ．〇、△、×の記号 

 

■ 使用が認められないものの例 

・「建築申請ｍｅｍｏ」 

建築申請実務研究会 編集／新日本法規出版(株) 発行 

・「図解建築法規」 

国土交通省住宅局建築指導課 編集／新日本法規出版(株) 発行 

・「平成11年５月１日施行改正建築基準法（１年目施行）の解説」 

建設省住宅局建築指導課・市街地建築課 監修／新日本法規出版(株) 発行 

・「平成12年６月１日施行改正建築基準法（２年目施行）の解説」 

建設省住宅局建築指導課 監修／新日本法規出版(株) 発行 

・「平成14年建築基準法改正の解説」 

国土交通省住宅局市街地建築課 編集／工学図書株式会社 発行 

・「平成 19年６月 20日施行改正建築基準法・建築士法及び関係政省令等の解説」 

国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課・国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所 監

修／サンパートナーズ 発行 

 

 

 

 

 



 

 

■ その他 

・法令集の各発行元が配布している正誤表は検定会場へは持ち込めませんので、必要な方は正誤表に

おける正しい標記を法令集に書き写して、検定会場にお持込みください。 

・法令集の各発行元から発行される追録版の法令集は、検定会場に持ち込むことは可能です

が、法令集にそのまま挟み込んで下さい。追録を、糊付けしたり、切り貼り、ホームペー

ジからダウンロードしたＰＤＦファイルをプリントアウトしたりしたものは、検定会場へ

の持込みはできません。 

 

■ 書込み等の例 

 



 

 

 

 


